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女性の就業継続を促進し、さらに活躍できる職場環境を整備するため、次のように行動計画を

策定する。 

 

１．計画期間 令和５年２月１日～令和８年３月３１日 

 

２．目標と取組内容・実施時期 

 目標 

全職員の月平均残業時間を２０時間以内とする。 

＜実施時期・取組内容＞ 

● 令和５年４月～ 全職員を対象として残業の実情を調査する。 

● 令和６年４月～ 調査結果を分析し、結果を踏まえた課題、施策を企画会議で検討する。 

● 令和７年４月～ 残業時間を減らす方針を施設長から提示し、各部門において部門長から 

残業時間削減のための取組を示す。 

● 令和８年３月～ 取組開始 


